
工娯ぷⅢ どη

第二号様式 (第一条の三t第六条の二、第十一条の四問好)(A4)

建築計画概要書 (第一面)

建築主等の概要

|

|

帷 2げ12.序 31
第958母, ,ぃ

【1.建築主】
【イ.氏名のフリガナ】
【口.氏名】
【ハⅢ郵便番号1
【ユ.住所】

カア・ンキタイシャ ウチタ・ケンコウ タ
と
イヒ封ウト

'ン

守)ヤク ウチタ・ ヨウイチ

株式会社 内田健興  代表取締役 内田 孝一
T175-0092

東京都板橋区赤塚 1.‐ 5‐ 10

【2.代理者】
【イ!資格】
【歳.氏名】
【′ヽ。建築士事務所名】

( 一級 )建築士
重田 伸石郎
( 一級 )建 築士事務所
株式会社 重口設計
T166-0003

東京都杉並区高円寺市ユー6-ユ l-506

03-6410-3349

( 建設大臣 )登録第

( 東京都  )知 事登録第

/

148483    '許

48369    手ヂ

【二.郵便藉号】
Iホ。所在地】
[へ。電話番号】

0

0

【3.設計者】              i
(代表となる設計者)
【イデ資格 】      ( 一級 )建 築士      ( 建設大臣 )登 録第    148483 号

【「.氏名 】     重田 伸一郎
     斤   ( 東京都

')知
事登録第   4意36b 号【ハ.建築士事務所名】 ( 一級 )建築士事務万

株式会社 重田設計
卜.郵便番号】  、、〒おS-0003    .(:06
1ホ.所在地】     東京都杉並区高円寺南1●

|↑:i弓騒賢:iZ艶ξ「I室甚子】
01ξ

整習
~8349

(そ の他の設計者)        ―

【イ,資格】      ( =級  )建築士
′
      (国 土交通大臣)登録第   320115 号

1口 .氏名】      林 智彦
【ハ.建築士事務所名】 ( 一級 )建築士事務所   ( 東京都  )知事登録第  48369 号

株式会社 重田設計    シ         
｀

       、

ti課耀露こ烹】    異巽第拶霊区羞円寺南16-11-`00                  1
【へ.電話器号】   03・641併8349     

ヒ礎構造歯、軸組図)、 構造計算書、構造計算概要書【卜.作成した設計図書】構造図 (床伏図、ドタ理

設備図

Iイ.資格】     (

1兵:蓬鍵≧事基所名】 (
卜.郵便番号】
い。所在地】
【へ.電話番号】
【卜.作成した設計図書】

【イ.資格〕     (
【8.氏名】
I′ .ヽ建築士事務所イョ】 (

I二.郵便番号】
Iホ.所在地】
【へ.電話番号】
I卜.作成した設計図書】

)建築士   (

)建築士事務所 (

)建築士   (

)建築士事務所 (

)登録第

)知事登録第

)登録第

| )知事登録第
1

川建セ第′テノニ号

号

　

号

号

　

号

これは、建築基準法第93条の2に規定する書類の写し
である。

令和7年 デ月ど/占
埼玉県川越建築安全センタ‐所長

国 分 政

r,作′

対エネ
事

ri



●

14.建築設備の設計に関し意見を聴いた者】

(代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者)

【イ.氏名】

【D.勤務先】

【ハ.郵便番号】

卜.所在地】            ―

【ホ.電話番号】     `
【へ.登録番号】

【卜.意見を聴いた設計図書】

(その他の建築設備の設計に関し意見を聴いた者)

【イ.氏名】

【口,勤務先】

【ハ.郵便番号】

:二.所在地I            (
【ホ.電話番号】

4警駆恩、津箱彗
【イ̀氏名】

【,.勤務先】

【′ヽ.邸便番号】・

卜.所在地】

い。電話番号】

【へ.登録活号】

I卜 .意見を聴いた設計図書】

【イ,氏名】
.

【吐勤務先】
【アヽ.郵便番号】
｀
【ユ.所在地】
Iホ.電話器号】
【へ.登録器号】
【卜.意見を聴いた設計図書】

0
15,工事監理者】
(代表となる工事監理者)
【イ。資格】    ( 一級 )建築士
【,。 氏名】     箆田 伸一郎
【ハ.建築士事務所名I( イ級 )建築士事務所

株式会社 重 H設計
【ユ.郵便番号】   〒166=0003
【ホ.所在地】    東京都杉並区高円寺南1-6-11-506
【べ.電話番号】  03-6410-8349
1卜.I事と照合する設計図書】  ｀

意匠図

(その他の工事監理者)

【イ.資格I
【「.氏名】
I′i建築士事務所ネ】

( 姓設大臣 )登録第 148488    手子

( 束
‐
京都  )知 事登録第  48369  号

(国土交通大崖)登録第   320115 号( 一級 )建築士
林 智彦
( 一級 )建築士事務所
株式会社 重田設計
〒166-0003卜.郵便番号】

( 東京都  )知 事登録第  48869  号



い。所在地】   東京都杉並区商円寺南と-6-11-506
【へ.電話番号】  03-6410-8349
【卜.工事と照合する設計図書】

構造図 (床伏図、ベタ基礎構造図、軸組図)、 設備図

【イ̀資格I
【,.氏名】

【ハ.建築士事務所名】

(   )建築士   ( )登録第

(   )建築士事務所 (    )知 事登録第

〔二.郵便番号】
【ホ.所在地】     、
【へ.電話番号】
I卜.工事と照合する設計図書】

【イ.資格】     (
I「 ,氏名】
【,ヽ。建築士事務所名】 (

)建築士   ( )登録第

)建築士事務所 (  .)知 事登録第

〔ユ.郵便番号】

Iホ。所在地】

Iへ.電話番号】 ,
I卜.工事と照合する設計図書〕

号

　

号

号

　

号

●

【6.工事施正者〕
【イ.氏名】
【B,営業所名】

代表取締役  内田 孝一
建設業の計可 東京都知事 ( 般-15 )第  119422   号

株式会社  内岡健興
T175-0092                   .

東京都板橋区赤塚 1と5-10

03i3939-8083

I′ ,ヽ郵便番号】

I二.所在地】

い。電話番号】

【7.備考】 √
(仮称 )和光市諏訪 B号棟計画 新築工事

●



r            建築計画朝要書 (第二面)

建築物及びその敷地に関する事項

1.地名地番】埼玉県和光市諏訪 1506-34の 一部【

【2.住居表示】埼玉県和光市諏訪4-15
【3.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等】

■都市計画区域内 (■市街化区域 □市街化調整区域 □区域区分非設定)
□当1都市計画区域内   □都市計画区域及び準都市計画区域外

【4.防火地域】   □防火増域   □準防火地域   ■指定なし
【5,その他の区域、地域(地区又は街区】下水道処理地域 法第22条 区域 25m高度地区

【6.道路〕
【イ.蠣員】
【,.敷地と接している部分の長さ】

4.000Hl

5,145■1

【7.敷地面不賞】

【イ.敷地面不責】  (1)( 51.26∬   )(      )(      )(
(2)(       )(      )(      )(

【i用途地域等】  ( 挙住居地域 )(     )(     )(
【ハ.建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率】

(  2900/。        )(            )(            )(

卜.建築基準法第53条第 1項の規定による建築物の建ぺい率】

( 60%、   )(      )(      )(
【ホ.敷地面積の合計】  (】)51.26だ

(2)

【へ.敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】160%

【卜・敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】 6儡

●

)

【チ.備考】

【8.主要用途】 (区分 08910  )一戸建ての住宅

【9.I事種別】
■新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 口大規模の修繕 □大規模の模様替

【10.建築
~山~積
】

【イ。建築面積】
【生建ぺい率】

(申請部分

(  29_81コf

58.15。/。

)(申請以外の部分 )(合計

)(      )( 29.81正
)

)

● 【11.延べ面積】     (中 言背都分
【イ.建築物全体J   ( 90.49∬
【コ.地階の住宅の部分】 (
【ハ.共同住宅の共用の廊下等の部分】

(

卜、自動車車庫等の部分】(  &58督
Iホ.住宅の部分】    ( 81,91ポ
Iへ.延べ面積】      81_91ぽ
【卜.容積率】       159.79%

)(申請以外の部分 )(合計

)(       )(
)(      )(

)

)

)

) (

) (

) (

90.49ロド

8.58コド

81.9】 だ

)

)

)

【12.建築物の数

'【イ.申請に係る建築物の数】    1
【L同一敷地内の他の建築物の数】 0

【13.建築物の高さ等】
【イ.最高の高さ】

【コ.階数】    地上

(申請に係る建築物)(他の癖築物

(   9.629“n      )(

(   3階   )(
(   0階    )(
木 造   一部

)

)

)

造
[ハ.構造】

地下



I二.建築基準法第56条第 7項の規定による特例の適用の有無】 ■有 □無
【ホ。適用があるときは《特例の区分】
■道路高さ制限不適用  □隣地高さ制限不適用  □北側高さ制限不適用

【14.許可・認定等】

115.工事着手予定年月日】 平成 20年 月

Iユ 6。 工事完了予定年月日】 平成 2二 年 04月

117.特定工程工事終了予定年月日】
(第 1回)平 成 2】 年 01月 3】 日 (
(第  回)平 成 年ヽ

｀
月  日 (

(第  回) 平成  年  月  日 (

(特定工秤主)
屋根工事完了時 )

)

)

【18。 その他必要な事項】
火 報知

●

0



建築計画概要書 ( 第二 画 )
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(仮称)和光市諏訪B号棟計画 新集工事
地名地番 :

埼玉県和光市諏訪1506-31の一部
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建築基準法令による処分等の概要書

【1.建築確認】
【イ.確認済証交付者】埼玉県建築主事 鈴

桑庁良意58号 【′ヽ.交付年月日】平成 20年 12月【コ、確認済証番号】  第H20謹認建築埼ゴ
(計画変更の確認)                 ′

3日

(1)

(2)

(3)

者
】
者
】

イ

ロ

イ

ロ

イ

ロ

確認済証交付者】
確認済証番号】  第 号 【ハ.交付年月日】平成 年 月

号 【ハ.交付年月日】平成 年 月

号 【アヽ.交付年月日】平成 年 月

確認済証交付
確認済証番号
確認済証交付
確認済証番号

】

】

第
　
第

日

　

日

　

日

●

【2.中間検査】.     .
(1)【イ.特定工程】
【口̀検査日】 平成つ′＼年
I′ .ヽ中間検査合格証交付者】
【ユ.中間検査合格証番号】第

(2)【イ.特定工程】  、

|え筆需星羞合格韮霙付者γ
【二,中間検査合格証番号】第ω)性
寝懸音P手浅 年

1生宰目壌塞客嫁緊奪嘗言発

モ」音竜己私 .辞ラー彗h兵付二月醐平i増 二十月7日
月   日

号 Iホ .交付年月日】平成 年 月 日

月  日             
´

号 【ホ.交付年月日】平成  年 月́  日

【3.完了検査】
Iイ,検査日】 平成
【口.検査済証交付者】
【′ヽ.検査済証番号】

″年 )~月 27日 とをと本
期 鷲鷲 翻 守b?9?つ 号i【=裟薄生畠Υ筆炭芽年3月 /言

【4.その他の処分】

定期報告等】５
．０

０

●

律

“

月

月

月

月

月

年
年
年
年
年

軌
軌
軌
軌
勅

日

日

日

日

日

】
】
】
】
】

日

日

日

日

日

月

月

月

月

月

年
年
年
年
年

と
口
と
口
と
口
と口
とロ

報
報
報
報
報噂

【6.備考】

【宝,建築基準法第12条第1項の報告】□対象・甲対象外 第1回目の報告を要する年度  年度

t

川建セ第/伊″号

これは.建築基準法第03条の2に規事す
る書類
の
写
し

である。(亀
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